
西日本建設業保証グループ

商品概要 保証料 ご利用条件 申込手順 必要書類

保証ファクタリング

工 事 枠 保 証

■ 保証ファクタリングは、国土交通省 が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お取
引先（元請企業）からの支払（売掛金・手形等）を当社が保証するサービスです。

■ 工事枠保証は、お取引先（元請企業）と契約した工事ごとに『保証枠』、『保証期間』を
設定します。保証期間中にお取引先が倒産等により、支払不能となった場合、保証開始日
以降に発生した工事にかかる債権額を保証枠の範囲内で保証金をお支払します。

■ 保証料の３３％（年率１．５％上限）が助成により減免されます。
・国への助成金申請手続きは当社が行いますので、お客様に手続きいただく必要はございません。

■ 公共工事でも民間工事でもご利用いただけます。
また、一次下請の場合に限らず、二次や三次の下請の場合でもご利用いただけます。

■ お取引先に知られることなく、安心して債権の保全が図れます。

0 200 300 400 500 500 300 200 100 0

2月

3月
売掛

3月 4月

3月
手形

3月
手形

4月
手形

4月
売掛

5月
売掛

4月
売掛

5月
売掛

5月 6月

4月
手形

3月
手形

5月
手形

6月
手形

5月
手形

7月
売掛

7月
売掛

7月

7月
手形

8月

6月
手形

5月
手形

7月
手形

9月

7月
手形

10月 11月 12月

500万円

債権残高

400万円

300万円

200万円

100万円

1月

a

月次債権残高（万円）

■ 保証期間は「契約日以降から最終支払期日まで」の期間内で設定することができます。

保証枠は「予測債権残高のピーク額」の範囲内で設定することができます。
その場合、お客様からご提示いただく「予測債権残高」に応じて、保証料を割引します。

下請工事内容：工期1月～6月末（着工2月）、毎月200万円の債権が発生
元下支払条件：月末請求→翌月末支払、現金：手形＝50：50（手形サイト90日）
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②保証期間 2月25日～10月末日

下請契約工期（1月～6月末）

下請契約にかかる債権発生期間(2月末日～10月末日）
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ご利用に際しまして以下の条件について必ずご確認ください。


